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人材派遣を伴う地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税（人材派遣型）」）

の創設について（通知） 

 

平素より、地方創生の推進につきまして、御理解御協力を賜り感謝申し上げま

す。 

地方創生の推進に向けては、地方公共団体が、各分野で様々な知識や経験を培

った地方創生を担う専門人材を確保することが重要です。 

このため、地方公共団体が、企業から地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）

に係る寄附とあわせて、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に従事する専門的

な知識やノウハウを有する人材を受け入れることを促進し、地方創生の取組をよ

り一層充実・強化するため、人材派遣を伴う地方創生応援税制として、「企業版ふ

るさと納税（人材派遣型）」という新たな類型を設けました。 



ついては、別紙１のとおり、「企業版ふるさと納税（人材派遣型）」の概要につ

いてお知らせするととともに、別紙２のとおり、「企業版ふるさと納税（人材派遣

型）」に係るＱ＆Ａを送付いたします。 

なお、今回送付するＱ＆Ａのほか、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）

に係る関係法令等もあわせてご確認ください。 

 

【添付資料】 

別紙１ 企業版ふるさと納税（人材派遣型） 

別紙２ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するＱ＆Ａ＜企業版ふるさ

と納税（人材派遣型）編＞ 
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